
車
上
ね
ら
い
な
ど
に
遭
わ
な
い
た
め
、
次
の
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

▽
車
を
離
れ
る
と
き
は
窓
を
完
全
に
閉
め
、
ド
ア
を
確
実

に
ロ
ッ
ク
す
る

▽
取
り
外
せ
る
カ
ー
ナ
ビ
は
持
ち
帰
る

▽
貴
重
品
を
車
内
に
置
い
た
ま
ま
に
し
な
い

▽
警
報
装
置
を
活
用
す
る

伊
丹
警
察
署
�
７７１
・
０
１
１
０

市
生
活
安
全
課
�
７８４
・
８
０
５
５

�����������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

告
で
は
、
医
師
の
発
行
す
る
「
お
む

つ
使
用
証
明
書
」
に
代
え
て
、
市
が

発
行
す
る
「
内
容
確
認
文
書
」
を
使

用
で
き
ま
す
。「
内
容
確
認
文
書
」は
、

主
治
医
意
見
書
で
寝
た
き
り
状
態
に

あ
る
こ
と
と
、
尿
失
禁
の
発
生
可
能

性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
場
合

に
発
行
さ
れ
ま
す
。

�
市
介
護
保
険
課
�
７８４
・
８
０
３

７
、市
高
年
福
祉
課
�
７８４
・
８
０
３

３
。

◆
償
却
資
産
の
申
告
も
忘
れ
ず
に

市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有

し
、
ま
だ
申
告
し
て
い
な
い
人
は
至

急
、
申
告
を
。
対
象
と
な
る
償
却
資

産
は
、
１
月
１
日
現
在
の
構
築
物
、

機
械
・
装
置
、
車
両
・
運
搬
具
、
工

具
・
器
具
・
備
品
な
ど
で
す
。

前
年
度
中
に
申
告
し
、
平
成
２１
年

中
に
資
産
の
増
減
が
な
い
場
合
で
も

申
告
が
必
要
で
す
。

�
市
資
産
税
課
�
７８４
・
８
０
２

３
。

◆
不
動
産
・
動
産
公
売
を
実
施
し
ま

す

２
月
１５
日
�
午
前
１０
時
、
市
役

所
７
階
の
第
７
会
議
室
で
。
税
負
担

の
公
平
性
確
保
と
さ
ら
な
る
市
税
の

徴
収
率
向
上
の
た
め
、
滞
納
者
か
ら

差
し
押
さ
え
た
不
動
産
の
公
売
を
実

施
し
ま
す
。
公
売
保
証
金
と
収
入
印

紙
（
営
利
法
人
な
ど
の
み
）
が
必
要

で
す
。

ま
た
、
２
月
１６
日
�
か
ら
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
の
動
産
公
売
も
実
施
し

ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
市
収
税
課
�
７８４
・
８
０
２
６
へ
問

い
合
わ
せ
を
。

て
い
る
人
（
昨
年
１２
月
３１
日
現
在
）

は
、
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
く
て
も
、「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」
の
交
付
に
よ
り
、
障
害
者

控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。要

件
に
該
当
す
る
人
は
、
介
護
保

険
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
直
接
、
市
役

所
１
階
の
高
年
福
祉
課
で
認
定
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い

る
人
は
申
請
不
要
で
、
確
定
申
告
の

際
に
障
害
者
手
帳
を
直
接
、
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

�
市
高
年
福
祉
課
�
７８４
・
８
０
３

３
。

◆
お
む
つ
費
用
の
医
療
費
控
除

確
定
申
告
で
お
む
つ
費
用
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
場
合
、
寝
た
き
り
の

状
態
で
治
療
上
お
む
つ
の
使
用
が
必

要
な
人
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
発
行

し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必

要
で
す
。
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
人
で
同
控
除
を
申
告

す
る
場
合
、
２
年
目
以
降
の
確
定
申

し
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
人
や

医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
な
ど
を
受
け
る
人
��
な
ど
。

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
は
次

の
会
場
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
Ｊ
Ｒ
北
新
地
駅
前
会
場
�
２
月

１
〜
２６
日
▽
阪
急
逆
瀬
川
駅
前
会
場

（
ア
ピ
ア
ホ
ー
ル
）
�
２
月
１
〜
１５

日
。
い
ず
れ
も
午
前
９
時
半
〜
午
後

４
時
（
土
・
日
曜
、
祝
日
除
く
）。

【
確
定
申
告
書
提
出
前
に
も
う

一
度
確
認
を
】
誤
り
を
防
ぐ
た
め
、

提
出
前
に
次
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て

も
う
一
度
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
給
与
・
年
金
所
得
者
�
源
泉
徴

収
票
（
原
本
）
は
添
付
し
て
い
ま
す

か
▽
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
し

て
い
る
人
�
国
民
年
金
保
険
料
の
支

払
書
類
を
添
付
し
て
い
ま
す
か
▽
配

偶
者
控
除
・
扶
養
控
除
を
受
け
る
人

�
配
偶
者
や
被
扶
養
者
の
所
得
を
確

認
し
て
い
ま
す
か
（
扶
養
親
族
な
ど

の
収
入
が
給
与
の
場
合
、
１０３
万
円
を

超
え
る
収
入
が
あ
る
扶
養
親
族
な
ど

は
控
除
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）。
ま

た
、
配
偶
者
控
除
と
配
偶
者
特
別
控

除
は
重
複
し
て
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
▽
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

�
領
収
書
の
添
付
か
提
示
が
必
要
で

す
（
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
領
収

書
に
該
当
し
ま
せ
ん
）。
ま
た
、
保
険

会
社
や
保
険
組
合
か
ら
の
補
て
ん
金

は
あ
り
ま
せ
ん
か
（
支
払
い
医
療
費

か
ら
補
て
ん
金
を
差
し
引
く
必
要
が

あ
り
ま
す
）
▽
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
を
受
け
る
人
�
添
付
書
類
は
そ

ろ
っ
て
い
ま
す
か
（
添
付
書
類
は
、

契
約
書
以
外
は
原
本
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
）。

【
提
出
後
に
誤
り
に
気
づ
い
た
と

き
】
▽
３
月
１５
日
以
前
�
訂
正
後
の

申
告
書
に
「
訂
正
申
告
」
と
朱
書
し

て
提
出
▽
３
月
１６
日
以
降
�
税
額
を

多
く
申
告
し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
法

定
申
告
期
限
か
ら
１
年
以
内
に
「
更

正
の
請
求
書
」
を
、
少
な
く
申
告
し

て
し
ま
っ
た
と
き
は「
修
正
申
告
書
」

を
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
消
費
税

平
成
１９
年
分
の
課
税
売
上
高
（
売

り
上
げ
や
収
入
）
が
１
千
万
円
を
超

え
る
個
人
事
業
者
は
、
２１
年
分
の
課

税
事
業
者
と
な
り
、
３
月
３１
日
ま
で

に
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
申
告
と

納
税
が
必
要
で
す
。

●
贈
与
税

平
成
２１
年
中
に
個
人
か
ら
１１０
万
円

を
超
え
る
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
人

は
、
贈
与
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

＊

＊

�
市
県
民
税
は
市
市
民
税
課
�
７８４

・
８
０
２
２
、
所
得
税
・
消
費
税
・

贈
与
税
は
伊
丹
税
務
署
�
７７９
・
６
１

２
１
。

イ

ー

タ

ッ

ク

ス

◆
便
利
な
「
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
」
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

「
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
（
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）」

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
国
税
に
関

す
る
申
告
や
納
税
、
申
請
・
届
け
出

が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
�
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
告
�

最
高
５
千
円
の
税
額
控
除
（
平
成
１９

〜
２２
年
分
の
間
で
１
回
）
�
添
付
書

類
の
提
出
省
略
�
還
付
金
の
受
け
取

り
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
�
�
な
ど
利
用

し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
書
は
で
き
る
だ
け
自
宅

な
ど
で
作
成
し
て
、
郵
送
や
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
「
ｅ
―
Ｔ
ａ

ｘ
」
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。「
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
」
の
利
用
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
開
始
届
出
書
を
提
出
す
る
な
ど
事

前
登
録（
要
手
数
料
）が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジh

ttp���w
w
w
.e

―tax.n
ta.go.jp

へ
。

�
伊
丹
税
務
署
�
７７９
・
６
１
２

１
。

◆
国
保
税
、国
民
年
金
保
険
料
、介
護

保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

も
控
除
対
象
に

国
民
健
康
保
険
税

や
国
民
年
金
保
険
料
、介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
確

定
申
告
時
に
は
忘
れ
ず
申
告
を
。

控
除
額
は
平
成
２１
年
中
に
納
め
た

総
額
で
す
。
た
だ
し
、
支
払
書
類（
領

収
書
）
の
添
付
な
ど
が
必
要
。

�
市
国
保
年
金
課
�
７８４
・
８
０
４

０
、
市
介
護
保
険
課
�
７８４
・
８
０
３

７
、
市
後
期
医
療
福
祉
課
�
７８４
・
８

０
４
１
、
日
本
年
金
機
構
の
国
民
年

金
保
険
料
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
�
０
５
７
０
・
０７０
・
１１７
か
�
０３
・

６
７
０
０
・
１
１
３
０
。

◆
高
齢
者
の
障
害
者
控
除

６５
歳
以

上
（
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
４０
〜

６４
歳
含
む
）
で
介
護
認
定
（
要
支
援

１
・
２
、
要
介
護
１
〜
５
）
を
受
け

市
と
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
２
月

２７
日
�
午
後
１
時
、
い
た
み
ホ
ー
ル

で
「
第
１０
回
伊
丹
市
社
会
福
祉
大
会

『
広
が
る
地
域
福
祉
�
ふ
れ
愛
サ
ロ

ン
活
動
の
輪
�
』」を
開
催
し
ま
す
。

地
域
ふ
れ
愛
福
祉
サ
ロ
ン
の
皆
さ

ん
に
よ
る
合
唱
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
や

記
念
講
演
、高
齢
者
バ
ン
ド
の
演
奏
、

最
後
に
は
高
齢
者
と
子
ど
も
、
障
が

い
の
あ
る
人
が
共
に
踊
り
ま
す
（
手

話
通
訳
・
要
約
筆
記
あ
り
）。そ
の
ほ

か
地
域
活
動
紹
介
パ
ネ
ル
展
示
や
障

害
者
小
規
模
作
業
所
な
ど
に
よ
る
物

品
販
売
な
ど
も
。

入
場
無
料
。
当
日
直
接
、
会
場
へ
。

�
社
会
福
祉
協
議
会
�
７７９
・
８
５

１
２
、
市
地
域
福
祉
課
�
７８４
・
８
０

９
９
。

◆
伊
丹
市
民
の
誓
い
推
進
協
議
会
〜

講
座
参
加
者
募
集

３
月
５
日
�
午

後
１
時
、
い
た
み
ホ
ー
ル
６
階
の
中

ホ
ー
ル
で
。

第
１
部
に
き
れ
い
で
お
し
ゃ
れ
な

プ
ラ
ン
タ
ー
菜
園
作
り
な
ど
を
学
ぶ

「
食
と
健
康
講
座
」
を
。
午
後
３
時

か
ら
の
第
２
部
は
県
警
高
齢
者
交
通

安
全
教
育
隊（
ス
タ
ウ
ス
）を
招
き
、

参
加
・
体
験
・
実
践
を
通
し
て
交
通

事
故
に
つ
い
て
考
え
る
「
交
通
安
全

教
室
」
を
行
い
ま
す
。

定
員
各
３０
人
。材
料
費
２
千
円（
第

１
部
の
み
）。

�
２
月
１５
日
ま
で
に
電
話
で
市
ま

ち
づ
く
り
課
内
、
伊
丹
市
民
の
誓
い

推
進
協
議
会
事
務
局
�
７８０
・
３
５
３

３
へ
。
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

昨年の「伊丹市社会福祉大会」から






















































































































●
所
得
税

【
確
定
申
告
が
必
要
な
人
】
▽
事

業
所
得
や
不
動
産
収
入
が
あ
る
人
▽

土
地
や
建
物
を
売
っ
た
人
▽
給
与
所

得
者
で
平
成
２１
年
中
の
収
入
が
２
千

万
円
を
超
え
る
人
▽
給
与
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
２０
万
円
を
超
え
る
人

��
な
ど
。

【
確
定
申
告
で
税
金
が
戻
る
人
】

給
与
所
得
者
で
も
、
次
の
よ
う
な
場

合
は
申
告
す
れ
ば
所
得
税
が
還
付
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
年
末
調
整
で
生
命
保
険
料
控
除

な
ど
の
所
得
控
除
を
申
告
し
な
か
っ

た
人
▽
源
泉
徴
収
済
税
額
の
あ
る
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
年
の
中
途
で
退
職

相
談
を
】
２
月
２１
・
２８
日

の
日
曜
も
申
告
会
場
を
開

設
し
ま
す
。

ま
た
、
伊
丹
税
務
署
で

も
作
成
済
み
の
申
告
書
な

ど
の
受
け
付
け
の
み
行
い

ま
す
。

●
市
県
民
税

【
申
告
が
必
要
な
人
】
�
今
年
１

月
１
日
現
在
、
市
内
在
住
で
▽
前
年

中
に
所
得
が
あ
っ
た
人
▽
勤
務
先
か

ら
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い

人
▽
給
与
所
得
以
外
に
年
金
、
恩
給

が
あ
る
人
▽
前
年
中
に
退
職
し
た
人

▽
年
金
や
恩
給
を
受
け
、
社
会
保
険

料
や
生
命
保
険
料
な
ど
の
控
除
を
受

け
る
人
�
市
内
に
事
業
所
ま
た
は
家

屋
敷
が
あ
り
、
市
外
に
住
所
が
あ
る

人
��
な
ど
。

�
を
除
い
て
、
所
得
税
の
確
定
申

告
を
す
る
人
は
市
県
民
税
の
申
告
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
所
得
税
の
申

告
を
し
な
く
て
よ
い
人
で
も
市
県
民

税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
主
な
改
正
点
】
�
住
宅
借
入
金

等
税
額
特
別
控
除
の
本
人
申
請
が
不

要
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
１１
〜
１８
年

中
ま
た
は
２１
〜
２５
年
中
に
居
住
し
た

場
合
、
前
年
分
の
所
得
税
の
住
宅
借

入
金
特
別
税
額
控
除
額
か
ら
所
得
税

の
額
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る

金
額
を
市
県
民
税
所
得
割
か
ら
控
除

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ

し
控
除
す
る
額
は
、
所
得
税
の
課
税

所
得
金
額
な
ど
の
合
計
額
の
５
％

（
当
該
金
額
が
９
万
７
千
５００
円
を
超

え
る
場
合
は
９
万
７
千
５００
円
）
が
上

限
で
す
。

�
上
場
株
式
等
配
当
所
得
の
課
税

が
次
の
よ
う
に
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

▽
平
成
２１
年
１
月
１
日
以
降
に
支

払
い
を
受
け
る
べ
き
上
場
株
式
等
に

係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
申
告
し
た

場
合
、
総
合
課
税
と
申
告
分
離
課
税

の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
▽
平
成

２２
年
度
課
税
分
以
降
の
市
県
民
税
に

つ
い
て
、
同
一
年
中
ま
た
は
過
去
３

年
以
内
に
生
じ
た
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
損
失
の
金
額
と
申
告
分
離
課

税
を
選
択
し
た
上
場
株
式
等
に
係
る

配
当
所
得
と
の
間
で
損
益
通
算
が
で

き
る
。

平
成
２２
年
度
市
県
民
税
申
告
の
出

張
受
け
付
け
と
平
成
２１
年
分
所
得
税

・
消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
の

相
談
受
け
付
け
を
、
３
月
１５
日
ま
で

左
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

市
県
民
税
の
申
告
は
、
２
月
１５
日

ま
で
は
市
役
所
２
階
の
市
民
税
課
で

も
受
け
付
け
ま
す
。
所
得
税
・
消
費

税
・
贈
与
税
確
定
申
告
の
相
談
受
け

付
け
は
、
３
月
１５
日
ま
で
の
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
、
産
業
・
情
報
セ
ン

タ
ー
で
行
い
ま
す
。
期
間
中
、
伊
丹

税
務
署
で
は
申
告
書
な
ど
の
受
け
付

け
、
税
金
の
領
収
、
用
紙
の
交
付
、

納
税
証
明
書
の
発
行
な
ど
を
行
い
、

申
告
の
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
混
雑
の
状
況
に
よ
り
、
開
設
時
間

に
か
か
わ
ら
ず
受
け
付
け
を
締
め
切

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
２
月
２１
日
�
・
２８
日
�
も
申
告
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２月１６日�
～３月１５日�
（土・日曜、祝日除く。
２月２１日�・２８日�
のみ開設）

産業・情報センター
（宮ノ前２―２―２、
伊丹商工プラザ内）

２月８日�きららホール（北野４―３０）

２月５日�神津センター（森本３―６０）

２月４日	西センター（西野２―８５）

２月３日
野間笠松センター
（野間北４―４―２８）

１月２９日�南センター
（御願�３―８―１１）

開設日・期間会場

市県民税の申告出張受け付け
９：３０～１２：００と１３：００～１６：００

（産業・情報センターのみ９：００～１７：００）

※産業・情報センター会場へ自転車でお越しの人は
花摘み園入り口南側臨時駐輪場を、自動車でお越し
の人は宮ノ前地下駐車場（有料）をご利用ください

３月１５日�まで
（土・日曜、祝日除く。
２月２１日�・２８日�の
み開設）

産業・情報センター

開設日・期間会場

所得税、消費税、贈与税の確定申告の相談
９：００～１７：００

なななななな
どどどどどど
なななななな
どどどどどど
なななななななななななな
どどどどどどどどどどどど

広報伊丹■２０１０（平成２２）年２月１日 第１１７４号（３）


